
平成27年11月30日まで

平成27年12月31日まで

平成28年1月31日まで

平成28年2月28日まで

平成28年3月31日まで

立入禁止期間
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平成28年11月30日まで

平成28年12月31日まで

平成29年　1月31日まで

平成29年　2月28日まで

平成29年　3月31日まで

立入禁止区域図⑦ （達曽部・大迫管内）


